
提

出

者

村

越

祐

民

平
成
十
七
年
三
月
十
四
日
提
出

質

問

第

三

三

号

司
法
試
験
委
員
会
の
権
限
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
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司
法
試
験
委
員
会
の
権
限
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

先
の
政
府
答
弁
書
（
平
成
十
七
年
三
月
一
日
）
に
関
し
再
度
質
問
す
る
。

一

司
法
試
験
委
員
会
の
権
限
に
つ
い
て

�

答
弁
書
（
「
一
の
�
及
び
�
に
つ
い
て
」
）
は
、
司
法
試
験
法
（
以
下
、
「
法
」
と
い
う
）
七
・
八
・
十
条
が
、
司
法

試
験
委
員
会
の
権
限
を
定
め
て
い
る
と
回
答
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
権
限
は
、
法
十
二
条
二
項
の
定
め
る
所
掌
事
務
の
範
囲

外
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
か
。

�

法
の
定
め
る
所
掌
事
務
以
外
に
、
同
委
員
会
の
権
限
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
同
法
の
構
造
に
照
ら
し
て
あ
り
得
ず
、

法
七
・
八
・
十
条
の
権
限
は
、
い
ず
れ
も
所
掌
事
務
の
範
囲
内
の
事
項
で
は
な
い
の
か
。

二

本
件
議
題
を
審
議
す
る
権
限
に
つ
い
て

答
弁
書
は
、
平
成
十
八
年
・
十
九
年
の
合
格
者
数
に
関
す
る
方
針
の
審
議
は
、
対
象
年
度
を
問
わ
ず
、
法
十
二
条
二
項
一

号
（
司
法
試
験
及
び
予
備
試
験
を
行
う
こ
と
）
及
び
八
条
（
合
格
者
の
決
定
方
法
）
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
十
二

条
二
項
二
号
又
は
三
号
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
回
答
す
る
（
答
弁
書
「
一
の
�
に
つ
い
て
」
・
「
二
の
�
及
び
�

に
つ
い
て
」
）
。
そ
し
て
、
合
格
者
数
に
関
す
る
方
針
を
示
す
こ
と
は
、
司
法
試
験
の
合
否
判
定
に
際
し
て
一
応
の
目
安
を

一



示
す
こ
と
と
な
る
か
ら
、
法
十
二
条
二
項
一
号
が
定
め
る
「
司
法
試
験
を
行
う
こ
と
」
に
含
ま
れ
る
と
説
明
す
る
（
同
「
二

の
�
に
つ
い
て
」
）
。

�

「
司
法
試
験
を
行
う
こ
と
」
と
い
う
法
十
二
条
二
項
一
号
は
、
平
成
十
四
年
改
正
以
前
の
旧
司
法
試
験
法
に
お
け
る
司

法
試
験
管
理
委
員
会
の
役
割
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
規
定
で
あ
る
が
、
昨
年
ま
で
の
司
法
試
験
管
理
委
員
会
に
お
い

て
、
司
法
試
験
実
施
以
前
に
、
当
該
年
度
又
は
翌
年
度
以
降
の
合
格
者
数
に
つ
い
て
議
論
し
、
取
り
ま
と
め
た
事
実
は
あ

る
か
。
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

�

�
に
対
す
る
回
答
が
否
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
司
法
試
験
管
理
委
員
会
に
お
い
て
試
験
実
施
前
に
合
格
者
数
に
つ
い
て

議
論
し
た
事
実
が
な
い
場
合
に
は
、
平
成
十
四
年
改
正
に
よ
り
、
同
号
に
対
す
る
解
釈
が
変
更
さ
れ
た
の
か
否
か
、
変
更

が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
に
変
更
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

同
様
に
�
に
対
す
る
回
答
が
否
で
あ
る
場
合
に
は
、
な
ぜ
「
今
後
実
施
さ
れ
る
新
旧
そ
れ
ぞ
れ
の
司
法
試
験
の
合
否
判

定
に
際
し
て
の
一
応
の
目
安
を
示
す
」
（
答
弁
書
「
二
の
�
に
つ
い
て
」
）
必
要
が
生
じ
た
の
か
を
具
体
的
に
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。

二



三

司
法
試
験
委
員
会
幹
事
の
関
与
に
つ
い
て

�

答
弁
書
（
「
二
の
�
に
つ
い
て
」
）
は
、
幹
事
の
出
席
を
、
司
法
試
験
委
員
会
議
事
細
則
四
条
を
根
拠
に
説
明
し
て
い

る
が
、
幹
事
の
職
務
範
囲
は
、
司
法
試
験
委
員
会
令
五
条
三
項
が
規
定
す
る
法
十
二
条
二
項
二
号
及
び
三
号
に
掲
げ
る
事

務
に
限
定
さ
れ
る
と
理
解
し
て
良
い
か
。
も
し
、
そ
れ
以
外
に
も
幹
事
の
職
務
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
法
的
根

拠
を
具
体
的
に
特
定
さ
れ
た
い
。

�

幹
事
の
職
務
範
囲
が
法
十
二
条
二
項
二
号
及
び
三
号
に
限
定
さ
れ
る
場
合
、
幹
事
の
権
限
を
定
め
る
司
法
試
験
委
員
会

令
は
、
司
法
試
験
委
員
会
議
事
細
則
よ
り
上
位
の
法
規
で
あ
る
。
法
体
系
に
お
い
て
、
下
位
に
あ
る
法
規
が
上
位
に
あ
る

法
規
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
従
っ
て
、
議
事
細
則
に
よ
り
独
自
に
幹
事
の
職
務
が
生
じ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

幹
事
の
職
務
が
法
十
二
条
二
項
二
号
及
び
三
号
に
由
来
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
議
事
細
則
四
条
に
基
づ
き
幹
事
が
出
席
し
、

説
明
・
意
見
を
述
べ
る
事
項
も
、
法
十
二
条
二
項
二
号
及
び
三
号
に
該
当
す
る
事
項
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る

が
、
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
良
い
か
。

�

そ
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
件
議
題
の
審
議
に
関
す
る
幹
事
の
関
与
は
、
法
的
根
拠
を
欠
く
も
の
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
が
ど
う
か
。

三



四

司
法
試
験
合
格
者
数
の
決
定
権
限
に
つ
い
て

答
弁
書
（
「
三
に
つ
い
て
」
）
は
、
毎
年
の
合
格
者
数
は
、
試
験
実
施
後
に
法
八
条
に
よ
り
、
司
法
試
験
委
員
会
が
決
定

す
る
と
回
答
す
る
。

�

回
答
は
、
試
験
実
施
後
の
合
格
者
数
決
定
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
、
当
該
年
度
の
司
法
試
験
実
施
以
前
に
、
司
法
試

験
合
格
者
数
を
決
定
す
る
権
限
を
有
す
る
者
は
存
在
し
な
い
と
の
意
味
と
理
解
し
て
良
い
か
。
も
し
、
そ
の
よ
う
な
権
限

を
有
す
る
者
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
示
さ
れ
た
い
。

�

司
法
試
験
委
員
会
に
よ
る
本
件
議
題
の
取
り
ま
と
め
に
は
、
法
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
。
今
後
の
司

法
試
験
委
員
会
に
お
け
る
議
論
に
対
し
て
、
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
と
確
認
し
て
良
い
か
。

右
質
問
す
る
。

四


